
19 Management & Technology for Creative Kyoto 2018.1 20Management & Technology for Creative Kyoto 2018.1

技術センター事業から

中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談、講習会、セミナーなどを中心に、中小企業等の支援を行っ
ている京都発明協会の行事をご案内します。

京都発明協会からのお知らせ（１～２月）

知財専門家（弁理士と弁護士）による知財相談会（無料）
― 中堅・中小企業、個人事業主、創業予定の個人の方優先 ―

「知財総合支援窓口」では、特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課題について幅広く相談を受け付け、窓口に配置する窓口支援担当者のほか、
知財専門家（弁理士・弁護士等）や関係する支援機関と連携して解決に向けたアドバイスを無料で行います。また、窓口において課題解決ができない場合
には、中小企業等（個人事業主・創業予定の個人を含む）への直接訪問や知財専門家との共同での支援により課題に対応した提案をします。

◉日　　　程　毎週月曜日～金曜日（休日、祝日を除く）　　　◉相談時間帯　9:00～12:00 ＆ 13:00～17:00

◉日　　　程　毎週金曜日（休日、祝日を除く）　　　◉相談時間帯　9:30～12:00 ＆ 13:00～16:30

「産業財産権相談会」
産業財産権に関する相談をご希望であれば、どなたでも相談可能です。

弁理士による相談
知財の専門家である弁理士が、特許・商標等の出願から権利取得に至るまでの手続、類似技術や類似名称の調査、ライセンス契約、海外展開における注意点
等の知的財産全般について無料でご相談に応じます。

◉日　　　程

弁護士による相談
知財を専門分野とする弁護士が、自社製品の模倣品が出回った際の対策、知的財産に関する契約への助言、侵害警告を受けた場合の対応、知的財産を巡る
訴訟、権利活用上の留意点等の知的財産に関する問題について無料でご相談に応じます。

◉日　　　程　１月２４日 拾井　美香 氏　　　　２月２１日 伊原　友己 氏
◉相談時間帯　13:00～16:30（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）

申込み、お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@kptc.jp

京都発明協会からのお知らせ

一般社団法人 京都発明協会

◉相談時間帯　13:00～16:00（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）

場 所／京都発明協会 相談室

弁理士による“府内巡回”知財相談会（無料）
― 産業財産権に関する相談をご希望であれば、どなたでも相談可能です ―

◉日　　　程 １月１８日 京都産業２１ けいはんな支所 けいはんなオープンイノベーションセンター「KICK」
（関西文化学術研究都市（京都府 精華・西木津地区）  河野  　修 氏

 ２月  １日 綾部商工会議所（綾部市西町１丁目50-1 ITビル4階） 中村　泰弘 氏
 ２月２２日 宇治市産業振興センター（宇治市大久保町西ノ端1-25） 佐野　禎哉 氏
◉相談時間帯　13：30～16：30（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）

※いずれも事前予約制です。前日（閉館日を除く）の15：00までにご連絡ください。弁理士が府内の商工会議所・商工会等で無料の相談会を開催します。
お近くの方は是非ご利用下さい。

※いずれも事前予約制です。前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

知財相談員による知財相談会（無料） 場 所／京都発明協会 相談室

※いずれも事前予約制です。「知財総合支援窓口」

TEL：075-326-0066（窓口直通）/075-315-8686　FAX：075-321-8374 〔http://kyoto-hatsumei.com/〕
〒600-8013京都市下京区中堂寺南町134　京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階

知財勉強会中級（第5回）開催のご案内

◆参加費 　会員は無料（他府県発明協会会員1,000円、非会員2,500円）
◆交流会　 午後4時 ～ 午後5時(会費1,500円)
◆定　員 　50名（定員になり次第締め切ります。）

◆講　師　 隆天知識産権代理有限公司 
弁理士  陳 林 氏

◆テーマ　 中国における最新知財動向

１月  ９日 小林　良平氏
１月１１日 宮澤　岳志氏
１月１６日 齊藤　真大氏
１月１８日 中村　泰弘氏

１月２３日 三宅　紘子氏
１月２５日 大西　雅直氏
１月３０日 小林　良平氏
２月  １日 奥村　公敏氏

２月  ６日 大坪　隆司氏
２月  ８日 笠松　信夫氏
２月１３日 齊藤　真大氏
２月１５日 上村　喜永氏

２月２０日 三宅　紘子氏
２月２７日 大坪　隆司氏

開催日時／平成30年1月19日  午後１時30分～午後4時　　会場／京都リサーチパーク １号館4階ＡＶ会議室

＊詳細は、京都発明協会のホームページをご覧ください。
　まず、付加加工（AM：3Dプリンタでの製造）での部品製造が可能
な将来、ものづくりはどう変化するのか？ということについて考えて
みたいと思います。
　従来の部品製造の工程の中に、AMの導入を考えてみると、すべ
ての工程がAMによって置き換わるわけではなく、素形材加工の領
域において置き換わる部品が出てくる、と考えられます。
　AM技術の海外と日本の情勢について見てみますと、海外にお
いては、大量生産向きのAM装置導入による連続生産、造形速度の
大幅向上や低価格なMIM（粉末射出成形）材料適用による高速、低
コスト化を図ってきています。
　また、輸送サービスの配送拠点に3Dプリンタを配備し、3Dデー
タ伝送による輸送コスト削減や自動車・鉄道関連のスペアパーツを
3Dプリンタで直接作ることで保管倉庫の削減といった、新ビジネ
スモデルによる相乗効果が実現できています。
　一方、日本において、AM導入は様子見のような状況にありま
す。日本の得意とする大量生産を踏襲するものづくりは、管理を重
視し、成熟していない技術には取り組みにくい企業風土のため、
AMの導入が進まないと思われます。また、AM活用の効率化のた
めには、ICTの効果的導入が必要ですが、中間管理職の権限が低
い日本においてはICT導入の効果が限定的で、3Dプリンタもまた

３Ｄ技術活用セミナー報告
　技術センターでは、3D技術活用セミナーを開催し、3Dプリンタ等の3Dツールやその周辺技術に関する最新情報を紹介してい
ます（年間4回）。平成29年度第2回（11月9日）では、3Dプリンタによる生産技術の革新をテーマに技術講演を開催しました。

「イノベーションを導くための付加加工を活用する技術開発の考え方」
九州工業大学大学院 情報工学研究院 先端金型センター センター長 教授　楢原 弘之 氏

限定的な活用に留まっています。
　AMを効果的に活用するためには、
AM装置で完成品を作るものではな
く、高機能素形材製造装置と捉える方
が良いと考えます。そして、AMが生
み出す製造の革新を効果的に活かす
ためには、従来のものではなく、AMに
合った革新的な製品（イノベーション）
を考え出すことが重要だと言えます。
　イノベーションを導くための技術開発では、製品開発期間の短
縮化が重要であり、不良対応には「再発防止」から「未然防止」への
思考の切り替えが必要です。その「未然防止」についての体系的な
考え方を備え、潜在的損失を見える化することができ、データに基
づいた合理的な判断が可能な品質工学の手法が技術開発におい
て有用となります。
　AM導入・活性化のためには、新しい製品開発が必要で、新ビジ
ネスモデル発案が非常に重要となります。また、AM装置は高機能
素形材製造装置として認識することが必要であり、部品製造として
は高い精度、寿命を求めず、新機能の中間素形材製造として適用
するのが良いと考えます。

　ＨＰ社が開発した新造形方式の樹脂3Dプリンタと活用事例を紹
介します。
　従来の樹脂粉末3Dプリンタはレーザで焼結しますが、新開発の
方式は、熱吸収性のエージェント（インク）を噴射しハロゲンランプ
で一層ごとに面で加熱し、樹脂を溶融します。樹脂溶融部の周辺に
は熱拡散を防ぐエージェント（インク）を噴射することで形状精度・
表面粗さを改善し、レーザ方式の約10倍以上のスピードで造形で
きるものとなっています。汎用プラスチック材料を使用しており、最
終製品の生産に利用できる3Dプリンタです。
　この3Dプリンタ本体に使用されているプラスチック部品のおよ
そ半数は、3Dプリンタで製造したものをそのまま用いています。
　3Dプリンタで部品を作るメリットの例の一つとして、3Dプリンタ
本体に搭載されているファンのパーツを組み立ての必要がない一
体構造に設計変更することができ、コストが大幅低減できました。さ
らに、従来加工ではできなかった形状が製造できるため、設計の自
由度が向上し、より冷却効率を向上することができました。
　3Dプリンタによる最終製品製造とすることで、金型が不要で設

計変更が容易となり、装置の性能向
上に即時対応できるようになりまし
た。保守対応についても、パーツ供給
がタイミングよく行えるようになりま
した。
　3Dプリンタでの製品製造を実現
するのには、3Dプリンタでできることと、できないことを正しく理解
し、その上で、既存の工法と組み合わせると今まで作れなかったも
のが作れるようになります。つまり、3Dプリンタをあくまでも、数あ
る工法の一つとしてとらえるかどうかで大きく変わります。
　例えば、3Dプリンタで作ったものが面粗度が粗いから使えない
ではなくて、後で研磨すればよいし、寸法精度が足りないのであれ
ば、削り代を設けて造形し、後で切削加工により精度を出せば良い
という割り切りが必要です。
　ものづくりへ3Dプリンタの活用を進めるためには、設計・製造部
門だけで取り組むのではなく、マーケティング部門も巻き込み、より
付加価値の高いものづくりにつなげていくことが重要となります。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 機械設計・加工担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kikai@kptc.jp

「HP Multi Jet Fusionの活用事例と可能性」
株式会社日本ＨＰ 3Dプリンティングビジネス部 部長　秋山 仁 氏

★次回の3D技術活用セミナーは、「3Dツール活用による新ビジネス」をテーマに2月1日(木)に開催予定です。詳細は当センターのホームページをご覧ください。


